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1 適用 

(1) 再エネ ECO プラン by 酒田 約款【従量電灯】（以下「契約プラン約款」といいます。）

は、当社の電気供給約款[低圧](個人)（東北電力ネットワークサービスエリア）（以

下「電気供給約款」といいます。）にもとづき、個人（個人事業主を含みます。）の低

圧需要に対して電気を供給するときの料金その他の条件を定めたものです。 

(2) 契約プラン約款にて使用される用語は別途定義される場合を除き電気供給約款にて

定めた意味で使用するものといたします。 

(3) 契約プラン約款に定めのない事項については、電気供給約款に準ずるものといたし

ます。 

(4) 契約プラン約款に定める基本料金、電力量料金、燃料費調整、および離島ユニバーサ

ルサービス調整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。 

 

2 契約種別 

契約種別は、次のとおりといたします。 

(1) 従量電灯Ｂ 

(2) 従量電灯Ｃ 

 

3 従量電灯 

(1) 従量電灯Ｂ 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、

60 アンペア以下のものに適用いたします。 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流

単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50

ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上や

むをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式

標準電圧 200 ボルトとすることがあります。 

ハ 契約電流 

(ｲ) 契約電流は、10アンペア、15 アンペア、20アンペア、30アンペア、40 アンペア、

50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めま

す。 

(ﾛ) 当社または一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な

装置(以下｢電流制限器等」といいます。）または電流を制限する計量器を取り付

けます。ただし、お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付

けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認め
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られる場合には、当社または一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制

限する計量器を取り付けないことがあります。 

ニ 料金 

料金は、基本料金、電力量料金および電気供給約款別表 1（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、電力量料金は、4（燃料費調整）(1)イによって算定された

平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合は、4（燃料費調整）(1)ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし、4（燃料費調整）(1)イによって算定され

た平均燃料価格が 83,500 円を上回る場合は、4（燃料費調整）(1)ニによって算定

された燃料費調整額を加えたものとし、5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合は、5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引いたものとし、5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定さ

れた離島平均燃料価格が 79,300 円 を上回る場合は、5（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

 

(ｲ) 基本料金 

基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用

しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流 10 アンペア 369 円 60 銭 

契約電流 15 アンペア 554 円 40 銭 

契約電流 20 アンペア 739 円 20 銭 

契約電流 30 アンペア 1,108 円 80 銭 

契約電流 40 アンペア 1,478 円 40 銭 

契約電流 50 アンペア 1,848 円 00 銭 

契約電流 60 アンペア 2,217 円 60 銭 

 

(ﾛ) 電力量料金 

電力量料金は、その 1月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の 120 キロワット時までの 1キロワット時につき 29 円 71 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 

36 円 09 銭 

300 キロワット時をこえる 1キロワット時につき 39 円 60 銭 
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(ﾊ) 最低月額料金 

(ｲ)および(ﾛ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月

額料金を下回る場合は、その 1月の料金は、次の最低月額料金および電気供給約

款別表 1（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可

能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

1 契約につき 359 円 58 銭 

 

 

(2) 従量電灯Ｃ 

イ 適用範囲 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上で

あり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満のものに適用いたします。 

ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボ

ルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式

および供給電圧については、技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない

場合には、交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3相

3線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。 

ハ 契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

ニ 契約容量 

(ｲ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量（入力といたします。なお、出力で表示され 

ている場合等は、各契約負荷設備ごとに電気供給約款別表 3〔負荷設備の入力換

算容量〕によって換算するものといたします。）に次の係数を乗じてえた値とい

たします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある

場合は、電気供給約款別表 2（契約負荷設備の総容量の算定）によって総容量を

定めます。 

最初の 6 キロボルトアンペアにつき 95 パーセント 

次の 14 キロボルトアンペアにつき 85 パーセント 

次の 30 キロボルトアンペアにつき 75 パーセント 

50 キロボルトアンペアをこえる部分につき 65 パーセント 

 

(ﾛ) お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契 

約容量は、(ｲ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、電気供給約款

別表 6（契約容量および契約電力の算定方法）により算定された値といたします。

この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。 
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なお、当社または一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要

に応じて確認いたします。 

ホ 料金 

料金は、基本料金、電力量料金および電気供給約款別表 1（再生可能エネルギー発

電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計

といたします。ただし、電力量料金は、4（燃料費調整）(1)イによって算定された

平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合は、4（燃料費調整）(1)ニによって算定さ

れた燃料費調整額を差し引いたものとし、4（燃料費調整）(1)イによって算定され

た平均燃料価格が 83,500 円を上回る場合は、4（燃料費調整）(1)ニによって算定

された燃料費調整額を加えたものとし、5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イ

によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合は、5（離島ユニバ

ーサルサービス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額

を差し引いたものとし、5（離島ユニバーサルサービス調整）(1)イによって算定さ

れた離島平均燃料価格が 79,300 円 を上回る場合は、5（離島ユニバーサルサービ

ス調整）(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたもの

といたします。 

(ｲ)  基本料金 

基本料金は、 1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を

使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約容量 1 キロボルトアンペアにつき 369 円 60 銭 

 

(ﾛ)  電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 

最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき 29 円 71 銭 

120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 

1 キロワット時につき 

36 円 09 銭 

300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき 39 円 60 銭 

 

4 燃料費調整 

(1) 燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量お

よび価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10円の位で四捨五

入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 
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Ａ＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α＝0.0259 

β＝0.2563 

γ＝0.8915 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1

トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、

1円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨

五入いたします。 

(ｲ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合 

燃料費                  (2)の基準単価 

調整単価                   1,000 

(ﾛ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500 円を上回り、かつ、125,300 円以

下の場合 

燃料費                  (2)の基準単価 

調整単価                   1,000 

(ﾊ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 125,300 円を上回る場合 

平均燃料価格は、125,300 円といたします。 

燃料費                 (2)の基準単価 

調整単価                  1,000 

 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、

その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気

に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用

期間は、次のとおりといたします 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31 日までの期間 その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30 日までの期間 その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の

前日までの期間 

＝（83,500 円－平均燃料価格）× 

＝（平均燃料価格－83,500 円）× 

＝（125,300 円－83,500 円）× 
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毎年 3月 1日から 5月 31 日までの期間 その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30 日までの期間 その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31 日までの期間 その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 7月 1日から 9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 9月 1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期

間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1月 31 日まで

の期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年

の 2月 29 日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前

日までの期間 

 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価

を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その 1 月の使

用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものにロによって算定された燃料

費調整単価を適用して算定いたします。  

 

（2）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたし

ます。 

1 キロワット時につき 19 銭 7 厘 

 

（3）燃料費調整単価等の掲示 

当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原

油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および
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(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社が設定したお客さま用のウェブペ

ージよりダウンロードできる料金明細に記載いたします。 

 

5 離島ユニバーサルサービス調整 

(1) 離島ユニバーサル調整額の算定 

イ 離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数

量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10円の位で四

捨五入いたします。 

離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

α＝1.0000 

なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価

格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定

された値といたします。 

なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数

点以下第 1位で四捨五入いたします。 

(ｲ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

                     (2)の離島基準単価 

                                              1,000     

(ﾛ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000

円以下の場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

                     (2)の離島基準単価 

                         1,000 

 

(ﾊ)1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合 

離島平均燃料価格は、119,000 円といたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価 

                  (2)の離島基準単価 

                     1,000 

ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

＝（79,300 円－離島平均燃料価格）× 

＝（離島平均燃料価格－79,300 円）× 

＝（119,000 円－79,300 円）× 
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各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバ

ーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバ

ーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 

各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用

期間は、次のとおりといたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期

間 

毎年 1 月 1日から 3月 31日までの期

間 

その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 2 月 1日から 4月 30日までの期

間 

その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 3 月 1日から 5月 31日までの期

間 

その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 4 月 1日から 6月 30日までの期

間 

その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 5 月 1日から 7月 31日までの期

間 

その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 6 月 1日から 8月 31日までの期

間 

その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 7 月 1日から 9月 30日までの期

間 

その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの

期間 

その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の

検針日の前日までの期間 

毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの

期間 

翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10月 1 日から 12 月 31 日までの

期間 

翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日

までの期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日

までの期間（翌年が閏年となる場合

は、翌年の 2月 29日までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前

日までの期間 

 

二 離島ユニバーサルサービス調整額 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定さ

れた離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。また、電力量
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料金の離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量から最低料金

適用電力量を差し引いたものにロによって算定された離島ユニバーサルサービス

調整単価を適用して算定いたします。 

 

(2) 離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりと

いたします。 

1 キロワット時につき 1 厘 

 

(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等の掲示 

当社は、(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均

原油価格、および(1)ロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を当

社が設定したお客さま用のウェブページよりダウンロードできる料金明細に記載い

たします。 

 

6 供給条件の変更 

(1) 当社は、契約プラン約款を変更する場合には、電気供給約款 2（供給約款の変更）に

よるものといたします。この場合、あらかじめ変更する旨および変更後の契約プラン

約款の内容ならびに変更の効力発生日を、当社ホームページに掲載する方法、メール

により通知する方法その他当社が適切と判断した方法によりお知らせいたします。 

(2) 当社は、契約プラン約款を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ廃

止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載する方法その他当社が適切と

判断した方法により周知いたします。 

(3) 契約プラン約款の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約変

更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合は、電気供給約款 2（供給約

款の変更）（2）によるものといたします。 

(4) 当社は、他の小売電気事業者の料金改定、託送供給等約款の改定または燃料費・非化

石証書の購入費用等の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は、

次の手順に従い、新たな電気料金を定めることができます。 

イ 当社は、事前に新たな電気料金およびその適用開始日（以下「本適用開始日」と

いいます。）を当社ホームページに掲載する方法、マイページに掲載する方法、

メールにより通知する方法その他当社が適切と判断した方法により通知いたし

ます。 

ロ お客さまは、新たな電気料金を承諾しない場合は、本適用開始日の 30 日前まで

に、マイページ等当社指定の方法にて他の当社プランへの変更手続きまたはあ

らかじめ廃止期日を定めて廃止申込を行うものとします。 
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ハ ロに定める期限までに、お客さまの手続きがなされない場合は、お客さまは新た

な電気料金を承諾したものとみなし、本適用開始日から新たな電気料金を適用

いたします。 

 

7 電源構成の特性に関する注記 

(1) 当社は、この供給条件により供給する電気のうち 89％を、サミット酒田パワー株式会

社が所有し山形県酒田市に所在するバイオマス発電所（以下「酒田バイオマス」とい

います。）から調達した FIT 電気とし、酒田バイオマス由来のトラッキング付き非化

石証書を 100％使用することで、当該電気の CO2 排出量を実質的にゼロとします。 

ただし、電力需給の状況によっては、当社が調達する他の電源で発電された電気を供

給する場合があります。当社は、これによりお客さまが受けた損害について、賠償の

責めを負いません。 

（※）FIT 電気の調達費用の一部はお客さまが広く負担する賦課金により賄われて 

おります。 

(2) 当社は、毎年度、当プランの電源構成の割合の計画値と実績値を、当社のホームペー

ジに掲載する方法または当社が適当と判断した方法により公表するものとし、お客さ

まは、このことについて、あらかじめ承諾していただきます。 

(3) 電源構成特性での供給余力の範囲を超えると考えられる場合に、お申込みをお断り

することがあります。 

 

 


